
平成24（2012）年度

部門名　：　法務研究科　法務専攻（専門職）

東洋大学　自己点検・評価
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評価項目 評価の視点
判断基準および
判断のポイント

根拠資料名 現状説明 評定 改善方策 改善時期

1
研究科、専攻ごとに、人材養成に関する目的そ
の他教育研究上の目的を、学則またはこれに準
ずる規程等に定めているか。

・東洋大学専門職大学院学則

・法務研究科法務専攻（以下「法科大学院」とい
う。）において、「人材の養成に関する目的及び
教育研究上の目的」を「東洋大学専門職大学院
学則」に定めている。

Ａ

2
研究科、各専攻の目的は、高等教育機関として
大学が追求すべき目的（教育基本法、学校教育
法参照）と整合しているか。

・東洋大学専門職大学院学則
・法科大学院の目的は、学校教育法及び専門職
大学院設置基準の目的と整合しており、法科大
学院として適切であるといえる。

Ａ

3
研究科、各専攻の目的は、建学の精神や大学
の理念との関係性や、目指すべき方向性、達成
すべき成果などを明らかにしているか。

・「建学の精神」「大学の目的」
・東洋大学専門職大学院学則
・平成24年度東洋大学法科大学院履修
要覧5頁

・法科大学院の目的は、建学の精神である「哲
学すること」「ものの見方・考え方を身につける」
「知徳兼全」「独立自活の精神」を根本としてお
り、また、法科大学院の目指す方向性や達成す
べき成果を明らかにしている。

Ａ

実績や資源からみた理念・
目的の適切性

4
研究科、各専攻の目的は、これまでの実績や現
在の人的・物的・資金的資源からみて、適切なも
のとなっているか。

東洋大学法科大学院ガイドブック2013
2011年度までに法科大学院の修了生43名が司
法試験に合格している実績に鑑み、法曹養成と
いう法科大学院の目的は適切である。

Ａ

個性化への対応 5
研究科、各専攻の目的の中に、当該研究科、専
攻の個性・特色を打ち出しているか。

・平成24年度東洋大学法科大学院履修
要覧5頁
・東洋大学法科大学院ホームページ

・法科大学院の目的は、「社会に生起する種々
の問題に対し、広い関心と人権感覚をもち、社
会に貢献する法曹を養成する」ことを教育理念と
している点、及び、「人権感覚に富んだ法曹」「企
業法務に強い法曹」「専門訴訟に強い法曹」の
養成を教育目標としている点で、個性・特色を打
ち出し設定されている。

Ａ

教職員・学生が、研究科、各専攻の目的を、公
的な刊行物、ホームページ等によって知りうる状
態にしているか。

・平成24年度東洋大学法科大学院履修
要覧5頁
・東洋大学法科大学院ホームページ

・法科大学院の目的を、「法科大学院履修要覧」
に記載して、学生及び教職員に配布している。
・法科大学院の目的、教育目標は、ホームペー
ジに記載している。

Ａ

研究科、各専攻の目的の周知方法の有効性に
ついて、構成員の意識調査等による定期的な検
証や、検証結果を踏まえた改善を行っている
か。

・全授業担当者会議開催通知（平成24年
7月31日発信）
・「東洋大学法科大学院の目指す法曹養
成像実現に向けた授業運営について（お
願い）（平成24年7月31日発信）

・法科大学院の目的の周知方法の有効性につ
いては、教授会・執行部会・入試委員会・全授業
担当者会議等で随時検証を行い、改善を図って
いる。

Ａ

社会への公表方法 7
受験生を含む社会一般が、研究科、専攻の目
的を、公的な刊行物、ホームページ等によって
知りうる状態にしているか。

・東洋大学法科大学院ガイドブック2013
・東洋大学法科大学院ホームページ

・「東洋大学法科大学院ガイドブック」では、法科
大学院の「人材の養成に関する目的」を明確か
つ分かりやすい文章で記載している。
・法科大学院の目的は、法科大学院のホーム
ページに記載している。

Ａ

３）大学・学部・研究科等の
理念・目的の適切性につい
て定期的に検証を行って
いるか

8
研究科、各専攻の目的の適切性を、定期的に
検証しているか。

・自己点検・評価報告書
・法科大学院の目的の適切性について、教授
会・執行部会・教務委員会・自己点検・評価委員
会等で随時検討し改善を図っている。

Ａ

理念・目的の明確化

１）大学・学部・研究科等の
理念・目的は、適切に設定
されているか

構成員に対する周知方法
と有効性

（１）理念・目的

6

２）大学・学部・研究科等の
理念・目的が、大学構成員
（教職員および学生）に周
知され、社会に公表されて
いるか
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評価項目 評価の視点
判断基準および
判断のポイント

根拠資料名 現状説明 評定 改善方策 改善時期

教育研究組織の編制原理 9
研究科の目的を実現するための、教育研究組
織の編成原理を明確にしているか。

・専門職大学院設置基準
・東洋大学専門職大学院学則

・理論と実務の架橋を目的とする法科大学院で
は、教員組織の編成について、法律基本科目に
ついての一定数の専任教員と一定数の実務家
専任教員が、設置基準において要求されてい
る。

A

理念・目的との適合性 10
教育研究組織は、研究科の目的を実現する上
で適切かつ有効に機能する組織となっている
か。

・東洋大学法科大学院ガイドブック2013
・東洋大学法科大学院ホームページ

・理論と実務の架橋という目的を実現するため、
研究者教員と実務家教員が、適切に配置されて
いる。

A

学術の進展や社会の要請
との適合性

11
学術の進展や社会的な要請を考慮した教育研
究組織となっているか。

・平成24年度東洋大学法科大学院履修
要覧5頁

・法科大学院の目的実現のために、教員組織は
適切な構成となっている。

A

２）教育研究組織の適切性
について、定期的に検証を
行っているか

12
教育研究組織の適切性を、定期的に検証して
いるか。

・自己点検・評価報告書
・法科大学院ＦＤ会議議事録
・各系別ＦＤ会議議事録

・１年に１度自己点検・評価を行っている。
・教育研究組織の適切性を恒常的に検証する組
織として、法科大学院では全体ＦＤ会議を設け、
基本的に月１回の会議を開催している。そのほ
か、各法分野についての問題検討の組織とし
て、民事系ＦＤ会議と公法系ＦＤ会議、刑事系Ｆ
Ｄ会議を設けている。

A

評価項目 評価の視点
判断基準および
判断のポイント

根拠資料名 現状説明 評定 改善方策 改善時期

教員に求める能力・資質等
の明確化

13
教員の採用・昇格に関する審査基準を明確にし
ているか。

・東洋大学法科大学院教員資格審査規
程

・「東洋大学法科大学院教員資格審査規程」に
したがって、人事資格審査委員会を通して、法
科大学院の全専任教員に周知している。

A

教員の組織的な連携体制
と教育研究に係る責任の
所在の明確化

14
組織的な教育を実施するために、教員間の連携
体制が取られているか。

・東洋大学専門職大学院学則および東
洋大学法科大学院ＦＤ会議規則

・法科大学院内の各委員会およびＦＤ会議が設
置され、定期的に委員会を実施し、その結果を
教授会に報告するなど、教員間の連携体制は十
分にとられている。

A

教員構成の明確化 15 教員組織の編制方針を明確に定めているか。
・専門職大学院設置基準
・東洋大学専門職大学院学則

・理論と実務の架橋を目的とする法科大学院で
は、教員組織の編成について、法律基本科目に
ついての一定数の専任教員と一定数の実務家
専任教員が、設置基準において要求されてい
る。

A

１）大学の学部・学科・研究
科・専攻及び附置研究所・
センター等の教育研究組
織は、理念・目的に照らし
て適切なものであるか

（２）教育研究組織

１）大学として求める教員像
および教員組織の編制方
針を明確に定めているか

（３）教員・教員組織
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16
大学院設置基準に定められている研究指導教
員および研究指導補助教員数を充足している
か。

・専門職大学院設置基準
・東洋大学法科大学院ガイドブック2013

・充足している。
・本学は専任教員１０名、みなし専任教員６名で
あるが、設置基準上は、みなし教員は２名までの
カウントとなる。
したがって、専任教員１０名とみなし専任教員２
名によって、最低限の人数である１２名で設置基
準をクリアしている。

A

17 研究指導教員の2/3は教授となっているか。
・東洋大学法科大学院ガイドブック2013
・東洋大学法科大学院ホームページ

・２/３以上が教授である。 A

18
教員組織の編成方針に則って教員組織が編制
されているか。

・東洋大学法科大学院ガイドブック2013
・東洋大学法科大学院ホームページ

・専門職大学院設置基準に従って、研究者・実
務家教員のバランスおよび年齢構成上のバラン
スのとれた組織編成を行っている。

A

授業科目と担当教員の適
合性を判断する仕組みの
整備

19
専任・非常勤を問わず、教員の科目担当につい
て、教育研究業績に基づいて担当の可否を判
断しているか。

東洋大学法科大学院教員資格審査規程

・「東洋大学法科大学院教員資格審査規程」に
より、研究者は、研究業績および教育業績によっ
て、実務家は法曹としての実務経験によって、人
事・資格審査委員会の審議を経て教授会におい
て審議している。

A

研究科担当教員の資格の
明確化と適正配置（院・専
院）

20
研究科の科目担当および研究指導担当の資格
が明確化されているか。

・東洋大学法科大学院教員資格審査規
程

・東洋大学法科大学院教員資格審査規程に明
確化されている。

A

教員の募集・採用・昇格等
に関する規程および手続き
の明確化

21
教員の採用・昇格に関する手続きを明確にして
いるか。

・東洋大学法科大学院教員資格審査規
程
・東洋大学法科大学院教員の採用及び
昇格手続に関する規程

・東洋大学法科大学院教員資格審査委員会規
程に基づく手続が明確化されている。

A

規程等に従った適切な教
員人事

22
教員の採用・昇格に際し、規程等に定めたルー
ルが適切に守られているか。

・東洋大学法科大学院教員資格審査規
程
・東洋大学法科大学院教員の採用及び
昇格手続に関する規程
・東洋大学法科大学院人事・資格審査委
員会規程

・人事資格審査委員会による審議に基づき教授
会による承認という手続を遵守している。

A

ファカルティ・ディベロップメ
ント（ＦＤ）の実施状況と有
効性

23
研究、社会貢献、管理業務に関して、教員の資
質向上に向けた取り組みをしているか。

・東洋大学法科大学院ＦＤ会議規則
・全体FD会議および各系（民事系・刑事系・公法
系）に分かれた系別FD会議を定期的に開催して
いる。

A

教員の教育研究活動等の
評価の実施

24
教員の教育研究活動等の評価を、教育、研究、
社会貢献、管理業務などの多様性を踏まえて実
施しているか。

・全体ＦＤ会議記録
・自己点検・評価報告書

・教育活動については、上記FD活動以外に、年
に2回、授業参観週間を設定し、全教員が授業
参観を行い、その成果を文書で報告し、かつそ
の内容をFD全体会議において議論している。
・研究活動については東洋大学法科大学院紀
要（「白山法学」）の刊行を年に１度実施してい
る。

A

３）教員の募集・採用・昇格
は適切に行われているか

４）教員の資質の向上を図
るための方策を講じている
か

編制方針に沿った教員組
織の整備

２）学部・研究科等の教育
課程に相応しい教員組織
を整備しているか
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評価項目 評価の視点
判断基準および
判断のポイント

根拠資料名 現状説明 評定 改善方策 改善時期

25 アドミッション・ポリシーを設定しているか。
東洋大学法科大学院ガイドブック2013
（26頁）、法科大学院入試要項2013（1
頁）

・アドミッション・ポリシーを定めている。 Ａ

26
アドミッション・ポリシーは、研究科、各専攻の目
的、教育目標を踏まえ、修得しておくべき知識の
内容、水準等を明らかにしているか。

東洋大学法科大学院ガイドブック2013
（26頁）、法科大学院入試要項2013（1
頁）

・アドミッション・ポリシーは法科大学院の目的、
教育内容を踏まえた内容となっており、修得して
おくべき知識の内容、水準等が明示されている。

Ａ

当該課程に入学するにあ
たり、修得しておくべき知識
等の内容・水準の明示

27
受験生を含む社会一般が、アドミッション・ポリ
シーを、公的な刊行物、ホームページ等によっ
て知りうる状態にしているか。

東洋大学法科大学院ガイドブック2013
（26頁）、法科大学院入試要項2013（1
頁）

・アドミッション・ポリシーはガイドブック及び入試
要項に記載されている。ホームページに記載さ
れている教育理念・目的の中にアドミッション・ポ
リシーが記載されている。

B

28
受験生に、入試方式別に、募集人員、選考方法
を明示しているか。

東洋大学法科大学院ガイドブック2013
（25頁）、法科大学院入試要項2013（1
頁）

・募集人員、選考方法を、ガイドブック、入学試
験要項にて受験生に明示している。

Ａ

29
一般入試、推薦入試、ＡＯ入試等、各入試方式
の趣旨に適した学生募集や、試験科目や選考
方法の設定をしているか。

東洋大学法科大学院ガイドブック2013
（25頁）、法科大学院入試要項2013（1
頁）

・入学試験は一般入試のみであるが、Ａ日程、Ｂ
日程及びＣ日程の3回行っている。

Ａ

30
学生募集、入学者選抜を適切に行うために必要
な体制を整備しているか。

・法科大学院教授会規程
・入試委員会規程

・法科大学院委員会、入試委員会が連携して、
学生募集、選抜を実施している。

Ａ

31
一般入試、学内推薦入試、募集定員の2倍以上
の学生が入学していないか。

・入学試験統計
・法科大学院の入試において、募集定員の2倍
以上の学生は入学していない。

Ａ

32
アドミッション・ポリシーに従って、入試方式や募
集人員、選考方法を設定しているか。

東洋大学法科大学院ガイドブック2013
（25－26頁）、法科大学院入試要項2013
（1－3頁）

・入試方式や募集人員、選考方法はアドミッショ
ン・ポリシーに従って設定している。

Ａ

求める学生像の明示

１）学生の受け入れ方針を
明示しているか

入学者選抜において透明
性を確保するための措置
の適切性

２）学生の受け入れ方針に
基づき、公正かつ適切に学
生募集および入学者選抜
を行っているか

学生募集方法、入学者選
抜方法の適切性

（５）学生の受け入れ

5



33

研究科における収容定員に対する在籍学生数
比率が、博士前期（修士）課程で0.50～2.00、博
士後期（博士）課程で0.33～2.00の範囲となって
いるか。

・法科大学院にとって、評価基準が適当でない。 評価なし

34

部局化された大学院研究科や独立大学院（※）
における、収容定員に対する在籍学生数比率
が、0.90～1.25の範囲となっているか。
※福祉社会デザイン研究科、学際・融合研究
科、法務研究科

・入学試験統計

・収容定員（120名）、在籍者37名
　収容定員に対する在籍学生数比率0.308

*収容定員＝平成22～24年度入学定員40名

Ｃ

・在学生の満足度を高め、かつ司
法試験合格者を増加させるため
に、学習指導体制を強化するとと
もに、奨学金制度を強化・拡充し
た。
・上記の実質化を進めるとともに、
法科大学院の特長及び実績を広
くＰＲする。

定員に対する在籍学生数
の過剰・未充足に関する対
応

35
定員超過または未充足について、原因調査と改
善方策の立案を行っているか。

・法科大学院教授会議事録
法科大学院委員会において、定員の見直しを含
めて定員未充足に関する検討を行っている。

Ｂ

36
アドミッション・ポリシーの適切性を、恒常的に検
証しているか。

・教授会議事録
・自己点検・評価報告書

・１年に１回自己点検・評価報告書とりまとめの中
で検証している。
・アドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、
カリキュラム・ポリシーの3つのポリシーを確立し
た。

A

37
学生募集および入学者選抜の適切性を定期的
に検証する組織を常設して、定期的にその適切
性と公平性についての検証を行っているか。

・法科大学院教授会議事録
・入試委員会議事録

・法科大学院教授会、入試委員会において、毎
年度入試方式、選抜方法の検証・検討を行って
いる。

Ａ

評価項目 評価の視点
判断基準および
判断のポイント

根拠資料名 現状説明 評定 改善方策 改善時期

留年者および休・退学者の
状況把握と対処の適切性

38

原級者、休・退学者のデータを研究科委員会等
の会議で教職員に周知し、情報の共有化を図る
とともに、理由把握等に努め、適切な指導、支援
を行っているか。

・学籍異動許可願用紙

・原級，休学，退学については、教務課が受付を
行い、担任を務める専任教員による面接を実施
した後に、教授会において審議を行っている。審
議の際は、学籍異動許可願用紙原票を回覧し、
異動事由の確認をしている。また、学期ごとの学
籍の異動につき、データを保存している。

A

補習・補充教育に関する支
援体制とその実施

39
教員および学生に実態調査を行うなどして、必
要な補習・補充教育を適切に提供するとともに、
その効果についての検証を行っているか。

・大学院生の学習状況および生活実態
調査
・フォローアップ講座に参加した学生対象
のアンケート調査

・補充教育については、学生が主催する自主ゼ
ミに、学生の求めに応じて専任教員、アカデミッ
ク・アドバイザーが参加して支援を行っている。

S

４）学生の進路支援は適切
に行われているか

進路選択に関わる指導・ガ
イダンスの実施

40
学生が修了後、社会的・職業的自立を図るため
の能力を育成しているか。

・ディプロマ・ポリシー
・カリキュラム・ポリシー

・法科大学院修了者の多くは司法試験を受験
し、法曹の道を目指すものであるところ、当研究
科においては司法試験合格に必要な能力を育
成している。

A

２）学生の受け入れ方針に
基づき、公正かつ適切に学
生募集および入学者選抜
を行っているか

４）学生募集および入学者
選抜は、学生の受け入れ
方針に基づき、公正かつ適
切に実施されているかにつ
いて、定期的に検証を行っ
ているか

２）学生への修学支援は適
切に行われているか

入学者選抜において透明
性を確保するための措置
の適切性

（６）学生支援
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評価項目 評価の視点
判断基準および
判断のポイント

根拠資料名 現状説明 評定 改善方策 改善時期

教育課程の特徴、学生数、
教育方法等に応じた施設・
設備の整備

41
教育課程の特徴、学生数、教育方法等に応じ
て、講義室の規模、実験・実習室の設備、実習
室の座席数などが整備されているか。

・履修要覧2012

・法科大学院行事で使用する教室として191名収
容1教室、講義科目を行う教室については、80名
収容２教室、70名収容１教室、30名収容2教室が
あり、また演習を行う教室については、12名収容
セミナー室4室があり、施設・設備は整備されて
いる。

Ａ

ティーチング・アシスタント
（ＴＡ）・リサーチ・アシスタン
ト（ＲＡ）・技術スタッフなど
教育研究支援体制の整備

42 ＲＡ等の人的支援が行われているか。

・平成24年度アカデミック・アドバイザー一
覧
・平成24年度司法試験合格者による学習
相談一覧

・若手の弁護士をアカデミック・アドバイザーとし
て採用し、在学生（含む修了生）の指導にあたっ
てもらっている。
・司法試験に合格した修了生に、司法研修所に
入所するまでの期間、在学生及び修了生の学習
支援にあたってもらっている。
・教員個々人に対する教育研究支援は特に行わ
れていない。

Ａ

43
専任教員に対して、研究活動に必要な研究費を
支給しているか。

・教授会議事録

・専任教員１人につき、年間532,000円の研究費
が支給されているが、このうち、専任教員１人に
つき、年間41,００0円を法科大学院紀要（白山法
学）の編集費用にあて、残る491,000円を研究費
としている。

Ａ

44 専任教員に対する研究室を整備しているか。
・専任教員全員に個人研究室が割り当てられて
いる。

Ａ

45
研究専念時間の設定など、教員の研究機会を
保証しているか。

・平成24年度時間割

・時間割編成時に、法科大学院の専任教員は、
法学研究科の授業を含めて年間10科目5コマ
（責任コマ数）以上を担当することとしている。そ
の授業の準備に加えて、学内業務・学生の質問
への回答・自主ゼミの指導等に相当の時間を取
られ、研究時間を確保することのできない状況に
ある。
・本学の海外研究制度および国内特別研究制
度も、法科大学院には適用されていない。

Ｃ
・研究専念時間の設定など、教員
の研究機会を確保するための方策
を検討する必要がある。

研究倫理に関する学内規
程の整備状況

46

研究倫理に関する学内規程を整備するととも
に、研究倫理に関する研修会等を実施するな
ど、研究倫理を浸透させるための措置を行って
いるか。

・東洋大学研究活動規範
活動規範にのっとって活動している。 Ａ

研究倫理に関する学内審
査機関の設置・運営の適
切性

47
研究倫理に関する審査機関の設置し、適切に
運営しているか。

・東洋大学研究活動規範委員会規程
法科大学院からも法学研究科とともに大学に委
員を送っている。

Ａ

４）教育研究等を支援する
環境や条件は適切に整備
されているか

教員の研究費・研究室およ
び研究専念時間の確保

（７）教育研究等環境

５）研究倫理を遵守するた
めに必要な措置をとってい
るか
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評価項目 評価の視点
判断基準および
判断のポイント

根拠資料名 現状説明 評定 改善方策 改善時期

産・学・官等との連携の方
針の明示

48
研究科の目的を踏まえて、産・学・官等との連携
に関する方針を定めているか。

・産・学・官等との連携に関する方針は、研究科
では定めていない。
・組織の性質上、その方針を定めることがふさわ
しくない。

評価なし

地域社会・国際社会への
協力方針の明示

49
研究科の目的・目標を踏まえて、地域社会・国
際社会への協力方針を定めているか。

・東洋大学法科大学院ガイドブック2013
・法科大学院入試要項2013

・地域社会・国際社会への協力方針は、研究科
では定めていない。
・ただし、ガイドブック、入試要項において国際性
を有する学生に入学してほしいとのアドミッショ
ン・ポリシーを定め、公表している。

B

教育研究の成果を基にし
た社会へのサービス活動

50
研究科の教育・研究の成果を、社会へのサービ
ス活動に還元しているか。

・白山法学（2012年度）
・法科大学院の教育・研究の成果を公表する「白
山法学」を年１回発行している。

A

学外組織との連携協力によ
る教育研究の推進

51
研究科の教育・研究の推進のために、他大学や
学外の研究所や組織等との連携・協力を行って
いるか。

・法科大学院シラバス

・理論と実務の架橋をはかる目的を達成するた
めの科目として「エクスターンシップ」を設け、首
都圏の複数の弁護士事務所と提携して、学生を
受け入れてもらっている。

B

地域交流・国際交流事業
への積極的参加

52
地域交流・国際交流事業に積極的に取り組んで
いるか。

・法科大学院にとって、評価基準が適当でない。 評価なし

２）教育研究の成果を適切
に社会に還元しているか

１）社会との連携・協力に関
する方針を定めているか

（８）社会連携・社会貢献
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評価項目 評価の視点
判断基準および
判断のポイント

根拠資料名 現状説明 評定 改善方策 改善時期

53
自己点検・評価を、明文化された規程に基づ
き、定期的に実施しているか。

・学校教育法
・東洋大学法科大学院「自己点検・評価
委員会規程」
・日弁連法務研究財団への提出用の自
己点検評価報告書２００８年、２０１０年な
ど

・法科大学院に義務付けられた５年間に１度の
法科大学院認証評価を受審している。（2008年
第１回、2013年第２回予定）
・自己点検・評価委員会についての規程もあり、
委員会も、随時開催されており、成果物もある。

Ｓ

54
自己点検・評価の結果を、刊行物としての配布、
ホームページへの掲載等によって、当該大学以
外の者がその内容を知りうる状態にしているか。

・日弁連法務研究財団に提出された自己
点検評価結果報告書
・ホームページ。

・日弁連法務研究財団に自己点検評価結果報
告書を交付しているほか、ホームページにも掲
載している。

Ｓ

内部質保証の方針と手続
きの明確化

55
自己点検・評価の結果を、研究科の改革・改善
や研究科の企画・運営につなげるための方針と
手続きが明確にされているか。

・東洋大学法科大学院「自己点検・評価
委員会規程」

・自己点検評価システムは、法科大学院の性質
上、不可欠の要素となっているし、実行されてい
る。

Ｓ

内部質保証を掌る組織の
整備

56
自己点検・評価結果を、改革・改善や研究科の
企画・運営につなげるための委員会等が整備さ
れているか。

・東洋大学法科大学院の「自己点検・評
価委員会規程」

・自己点検評価システムは、法科大学院の性質
上、不可欠の要素となっているし、実行されてい
る。

Ｓ

自己点検・評価を改革・改
善に繋げるシステムの確立

57
自己点検・評価の結果を、改革・改善や研究科
の企画・運営につなげる連携システムが確立さ
れているか。

・東洋大学法科大学院「自己点検・評価
委員会規程」

・自己点検評価報告書は、多くの研究科委員が
参加しており、また、その報告書は、委員全員に
配布されて、内容の認識の徹底が図られてい
る。

Ｓ

組織レベル・個人レベルで
の自己点検・評価活動の
充実

58
研究科、専攻、教員の各レベルで自己点検・評
価活動が行われているか。

・授業アンケート
・アンケート結果に対する意見

・学生に対する授業アンケートの実施と教員の意
見がセメスターごとに実施されている。

Ｓ

教育研究活動のデータ・
ベース化の推進

59
「東洋大学研究者情報データベース」に、研究
科の専任教員の研究業績が適切に構築されて
いる。

・東洋大学「研究者情報データベース」
（ホームページ）

・法科大学院の主な使命が、優秀な法曹の輩出
ということであるため、研究よりも教育に注力され
ているところがあり、研究者情報データベースへ
の情報提供も、関心が薄い。

Ｂ

学外者の意見の反映 60
学外者の意見を聴取するなど、内部質保証の取
り組みの客観性・妥当性を高めるための工夫を
行っているか。

・日弁連法務研究財団のホームページ
・日弁連法務研究財団の定期的な検査を受けて
いる。

Ｓ

文部科学省および認証評
価機関等からの指摘事項
への対応

61

文部科学省の設置認可・履行状況報告の際の
留意事項、大学基準協会の認証評価の際の指
摘事項について、改善のための具体的な取り組
みを行っているか。

・日弁連法務研究財団に提出された自己
点検評価結果報告書
・ホームページ。

・日弁連法務研究財団の定期的な検査を受けた
結果に基づき、改善のための積極的な取り組み
を行っている。

Ｓ

自己点検・評価の実施と結
果の公表

１）大学の諸活動について
点検・評価を行い、その結
果を公表することで社会に
対する説明責任を果たして
いるか

（10）内部質保証

２）内部質保証に関するシ
ステムを整備しているか

３）内部質保証システムを
適切に機能させているか
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評価項目 評価の視点
判断基準および
判断のポイント

根拠資料名 現状説明 評定 改善方策 改善時期

学生からの意見を反映した
体制を整備しているか

学生からの提案・意見等を
評価するシステムの構築

62
学生からの意見を受け入れる体制の整備し、学
生からの提案・意見等を客観的に評価し、教育・
学生指導体制に反映した体制を取っているか

・教授会議事録
・自己点検・評価報告書
・大学院生の学習状況および生活実態
調査

・学生からの提案・意見等を受け入れるための常
置の「提案箱」制度を取っている。教務課事務局
前の学生への配布資料置場に「提案箱」というポ
ストボックスを備えおき、提案を受け入れている。
「提案箱」は、学生生活委員会が所掌し、毎月開
封し、適宜、提案等の内容に相応する委員会に
回付するとともに、教授会において原本コピーを
開示し、検討するとともに改善状況を報告してい
る。また、投書された提案要旨と対応の結果は掲
示板に掲示される。提案箱への提案が授業等の
改善に役立つことも少なくない。この提案箱制度
は、第三者評価においても評価を得ている。ま
た、年1回「大学院生の学習状況および生活実
態調査」を行い、学生の生活・学習の状況を把
握するとともに、そのアンケート結果を教授会に
おいて検討し、学生の学習状況についての情報
を教員が共有し、教育学習指導体制の改善に反
映させるとともに、学生への指導に役立ててい
る。

Ｓ

（11）研究科・専攻独自の評価項目及び学生からの意見等
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